
中部運輸局

運送事業は多くの利用者の生命や財産を安全に運ぶ重要な役割を担っています。
輸送の安全のため、また、ドライバーやその家族の健やかな生活と雇用の安定を守るためにも、

疾病の発症や健康状態の悪化に繋がらないよう日頃から健康管理と健康増進に取り組み、安全運
行に努めましょう。

ドライバーの体調急変による事故が増加しています！
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（運転者が死亡したもの）

健康管理に関する取組は裏面をご覧ください。

健康管理についての診断、相談、保健指導等や、生活習慣病予防の特定健康診査・特定保健指導の
利用について分からない点がある場合は、加入している健康保険に応じて下記相談先にお問い合わせ
ください。

相談先

Ministry of Land,Infrastructurenfrastructure,Transport and Tourism Chubu District Transport Bureau

出典：自動車事故報告規則による報告書



メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）は、内臓脂肪の蓄積に加え、高血糖、高血圧、脂質異常等の危
険因子が複数生じている状態で、脳血管疾患・心血管疾患等の発症リスクが高い状態です。
メタボリックシンドロームに着目した「特定健診」を受診し、高リスク者は保健師等が行う「特定保健指導」

を活用し、生活習慣の改善に努めましょう。

国土交通省 中部運輸局自動車技術安全部 保安･環境課 ℡052-952-8044

健康管理と健康増進のための取組～健康管理の３ステップ～

第１ステップ 健康管理マニュアルを活用しましょう！

１．運転者の健康状態の把握

Ⅰ．定期健康診断による疾病の把握（義務）

Ⅱ．一定の病気等に係る外見上の前兆や自覚症状等による疾病の把握（義務）

Ⅲ．脳・心臓・消化器系疾患や睡眠障害等の主要疾病に関するスクリーニング検査（推奨）

健康管理マニュアルの主な内容
（平成２６年４月１８日改訂）

※Ⅰ～ Ⅲにおいて異常所見等がある場合には、医師の診断や面接指導、

必要に応じて所見に応じた検査を受診させ、医師の意見を聴取（義務）

２．就業上の措置の決定

Ⅳ．医師の意見を踏まえ就業上の措置の決定（義務）

Ⅴ．医師等による改善指導（義務）

【主要疾病に関するスクリーニング検査】
○ 人間ドック
○ 脳ドック （ＭＲＩとＭＲＡを用いた簡易検査有り）
○ 睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）スクリーニング検査
○ 心疾患に係る検査 （ホルター心電図検査等）

ドライバーの健康管理を行い、就業上における措置を行いましょう！

■就業上における判断と対処の流れ

国土交通省ＨＰ：http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/

健康管理マニュアルのダウンロード

事故防止マニュアルを活用しよう 検索

第２ステップ 特定健診、特定保健指導を活用しましょう！

第３ステップ

運転者の高齢化は、メタボリックシンドロームや生
活習慣病になるリスクがより高まることから、企業に
とって従業員の健康づくりは、輸送の安全だけでなく
重要な経営課題となっています。

コラボヘルスにより、保険者と事業者が連携するこ
とにより、従業員の健康づくり・疾病予防を効果的・
効率的に実施できます（健康経営の推進）。

コラボヘルス（保険者※との連携）を推進しましょう！

健康リスク提示
特定保健指導

コラボヘルス

健康経営の推進
健康診断結果

保
険
者

事
業
者

※健康保険組合や協会けんぽ

（詳細につきましては、表面の相談先までお問い合わせください。）


